
第４７８６号 令和２年１２月１１日 

発  行  所 
北九州市小倉北区城内１番１号 

北 九 州 市 役 所 

目        次 

◇ 告  示 ページ 

○ 難病の患者に対する医療等に関する法律の規定による指定医療機関の

指定【保健福祉局総務部難病相談支援センター】 ２

◇ 公  告 

○ 大規模小売店舗の変更事項の届出【産業経済局地域・観光産業振興部

商業・サービス産業政策課】 ３

○ 借入れ及び保守契約に係る一般競争入札の公告【保健福祉局地域福祉

部介護保険課】 ６

○ 一般競争入札による市有財産の売払い【財政局財務部財産活用推進課

】 ９

◇ 上下水道局 

○ 給水装置工事事業者の指定の取消し【上下水道局水道部配水管理課】

１３

1



北九州市告示第４３３号 

 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号）第１４

条第１項の規定により指定医療機関の指定をしたので、同法第２４条第１号の

規定により次のとおり告示する。 

  令和２年１２月１１日 

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 病院又は診療所   

指定医療機関の名

称 

指定医療機関の所在地 指定年月日 

介護医療院光寿荘 北九州市門司区大字田野浦１０１

８番地１ 

令和２年１２月

1 日 

新栄会病院介護医

療院 

北九州市小倉北区弁天町１２番１

１号 

令和２年１２月

1 日 

医療法人ながい内

科・循環器内科ク

リニック 

北九州市八幡西区本城東一丁目１

０番１３号 

令和２年１２月

１日 

こうゆうファミリ

ークリニック 

北九州市戸畑区小芝一丁目１番３

２号 

令和２年１２月

1 日 

２ 薬局 

指定医療機関の名

称 

指定医療機関の所在地 指定年月日 

ぴょんた薬局 北九州市戸畑区小芝一丁目１番３

５号 

令和２年１２月

1 日 

３ 訪問看護ステーション 

指定医療機関の名

称 

指定医療機関の所在地 指定年月日 

訪問看護ステーシ

ョンけあらんど 

北九州市小倉南区下城野一丁目８

番１号 

令和２年１２月

1 日 

2



北九州市公告第８１５号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和２年１２月１１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  ヤマダ電機テックランド北九州小倉店 

  北九州市小倉南区葛原東一丁目１４４８番地８ほか 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  株式会社ベガホールディングス 

  代表取締役 竹森広樹 

  北九州市小倉北区片野一丁目１５番９－１０３号 

３ 変更する事項 

 （１） 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

  ア 変更前 ５，０１１平方メートル 

  イ 変更後 ６，６３１平方メートル 

 （２） 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

  ア 駐車場の位置及び収容台数 

   （ア） 変更前 Ａ棟北側 １８台 

           Ａ棟１階 １５３台 

           Ａ棟西側 １７２台 

           Ａ棟東側 ５０台 

           計 ３９３台 

   （イ） 変更後 Ａ棟北側 １８台 

           Ａ棟１階 １５３台 

           Ａ棟西側 ６０台 

           計 ２３１台 

  イ 駐輪場の位置及び収容台数 

   （ア） 変更前 Ａ棟北側 ５０台 

   （イ） 変更後 Ａ棟１階 １０台 
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  ウ 荷さばき施設の位置及び面積 

   （ア） 変更前 Ａ棟南西側 ２４６．４１平方メートル 

   （イ） 変更後 Ａ棟南西側 ４５．５平方メートル 

           Ｂ棟南側 ３１．５平方メートル 

           計 ７７平方メートル 

（３） 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

 ア 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 

  （ア） 変更前 敷地北側 １箇所 

敷地南西側 １箇所 

計 ２箇所 

  （イ） 変更後 敷地北側 ２箇所 

敷地南西側 １箇所 

敷地西側 １箇所 

計 ４箇所 

 イ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

  （ア） 変更前 午前９時から午後９時まで 

  （イ） 変更後 午前９時から午後１１時まで 

４ 変更する年月日 

 （１） 前項第１号 平成２５年７月１０日 

 （２） 前項第２号ア 令和３年８月５日 

 （３） 前項第２号イ 平成１４年 

 （４） 前項第２号ウ 平成２５年７月１０日 

 （５） 前項第３号ア 平成２２年 

 （６） 前項第３号イ 令和２年１２月５日 

５ 変更する理由 

  営業政策上の理由による。 

６ 届出年月日 

令和２年１２月４日 

７ 縦覧場所 

（１）  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局地域・観光産業振興部商業・サービス産業政策課  

（２）  北九州市小倉南区若園五丁目１番２号 

  北九州市小倉南区役所総務企画課 

８ 縦覧期間 

   この公告の日から令和３年４月１２日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝
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日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令和２

年１２月２９日から同月３１日までの日を除く。）の毎日午前８時３０分か

ら午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

  次に掲げる事項を記載した文書を令和３年４月１２日までに北九州市産業

経済局地域・観光産業振興部商業・サービス産業政策課に到着するように提

出すること。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２）  住所又は所在地 

 （３）  連絡先電話番号 

 （４）  大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５）  意見 
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北九州市公告第８１６号 

 一般競争入札により、介護認定事務処理（独自作成）システム用ノートパソ

コン（４０台）等の借入れ及び保守契約を締結するので、地方自治法施行令（

昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和

３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規

定により、次のとおり公告する。 

  令和２年１２月１１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 調達内容 

 （１） 調達契約の名称及び数量 介護認定事務処理（独自作成）システム

用ノートパソコン（４０台）等の借入れ及び保守 一式 

 （２） 履行の内容等 入札説明書及び仕様書で定めるとおり 

 （３） 履行期間 契約締結日から令和８年３月３１日まで 

 （４） 履行場所 市長が指示する場所 

 （５） 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載 

された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（ 

当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるもの 

とする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金

額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること  

  。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す 

  る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿 

  に記載されていること。 

 （３） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 入札書の提出場所等 

 （１） 契約条項を示す場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区馬借一丁目７番１号 

       総合保健福祉センター４階 

北九州市保健福祉局地域福祉部介護保険課認定審査係 

 イ 日時 公告の日から令和２年１２月２３日まで（日曜日及び土曜日を

除く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午
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後４時３０分まで 

 （２） 入札関係資料の交付方法 前号アの場所において無償で交付する。 

 （３） 入札説明会 実施しない。 

 （４） 競争参加の申出書の提出 この公告に係る一般競争入札に参加を希 

  望する者は、令和２年１２月２３日までに競争参加の申出書を第１号アの

場所に提出しなければならない。 

 （５） 郵送による場合の入札書の受領期限 第１号アの場所に書留郵便に 

  より、令和３年１月８日午後５時までに必着のこと。 

 （６） 入札及び開札の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区馬借一丁目７番１号 

       総合保健福祉センター４階 ４２会議室 

  イ 日時 令和３年１月１２日 午前１０時３０分 

４ その他 

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

 （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条 

   第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５ 

   条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

 （３） 入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 入札仕様書記載の入札者に要求される義務を履行しなかった者がした 

   入札 

  エ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

 （４） 落札者の決定方法 契約規則第１３条第１項の規定により定められ 

  た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者 

  とする。 

 （５） 契約書作成の要否 要 

 （６） 契約書作成に要する費用は、全て落札者の負担とする。 

 （７） この契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の

３の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌
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年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場

合、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる。 

 （８） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

  地等 

   北九州市保健福祉局地域福祉部介護保険課認定審査係 

   〒８０２－８５６０ 北九州市小倉北区馬借一丁目７番１号 

   総合保健福祉センター４階 

   電話 ０９３－５２２－８７５２ 
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北九州市公告第８１７号

 市有財産を一般競争入札により売り払うので、北九州市契約規則（昭和３９

年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定に

より、次のとおり公告する。

令和２年１２月１１日

                    北九州市長 北 橋 健 治

１ 売り払う物件

 （１） 物件番号４

  ア 所在地 八幡西区馬場山東三丁目１４３７番４

  イ 公簿地目 宅地

  ウ 実測面積 ９，６５１．８９平方メートル

  エ 最低売却価格 ８，５８３万円

 （２） 物件番号５

  ア 所在地 八幡西区真名子一丁目６１８番５ほか３筆

  イ 公簿地目 宅地

  ウ 実測面積 ３，３６０．８０平方メートル

  エ 最低売却価格 ４，１３４万円

２ 契約条項を示す場所及び期間

 （１） 場所

   北九州市小倉北区城内１番１号

   北九州市財政局財務部財産活用推進課

 （２） 期間

この公告の日（以下「公告日」という。）から令和３年３月３０日まで

（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する休日（以下「日曜日等」という。）並びに令和２年１２月

２９日から同月３１日までの日（以下「年末休日」という。）を除く。）

の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで

３ 入札条件を示す場所及び期間

 （１） 場所

   北九州市小倉北区城内１番１号

   北九州市財政局財務部財産活用推進課

（２） 期間

公告日から令和３年３月３０日まで（日曜日等及び年末休日を除く。）

の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで

４ 現地見学会の日時及び申込みを受け付ける期間
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（１） 日時

ア 物件番号４ 令和３年１月２８日の午前１０時から正午まで

イ 物件番号５ 令和３年１月２９日の午前１０時から正午まで

（２） 申込みを受け付ける期間

公告日から令和３年１月２０日まで（日曜日等及び年末休日を除く。）

の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで

申込みは、北九州市財政局財務部財産活用推進課に電話で行うこと。

５ 入札参加申込みを受け付ける場所及び期間

 （１） 場所

   北九州市小倉北区城内１番１号

   北九州市財政局財務部財産活用推進課

 （２） 期間

令和３年２月１８日及び同月１９日のそれぞれ午前９時から午後５時ま

で。

来庁日時については、あらかじめ北九州市財政局財務部財産活用推進課

に電話で連絡し調整すること。

６ 入札及び開札の日時及び場所

 （１） 入札日時 

ア 物件番号４ 令和３年３月３０日 午前１０時

イ 物件番号５ 令和３年３月３０日 午前１１時

 （２） 開札日時 入札締切り後直ちに行う。

 （３） 入札及び開札の場所 

   北九州市小倉北区城内１番１号

   北九州市役所地下２階第５入札室

７ 入札保証金

（１） 入札価格の１００分の１０以上

 （２） 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は、市に帰属する。

８ 入札に参加することができる者の資格

  次に掲げる事項のいずれにも該当しない者であること。

（１） 本市が行う市有地売払いに関し、アからエまでの事実があった後２

年を経過していない者

  ア 入札を取り消されたことがある者

  イ 落札者として資格を取り消されたことがある者

  ウ 先着順売払いの申込みを取り消されたことがある者

  エ 正当な理由がなく契約を締結せず、又は履行しなかった者
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 （２） 入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得

ない者 

 （３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴

力団」という。）のほか、次に掲げる者

 ア 入札に係る物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供し

ようとする者

 イ 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又

は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者

 ウ 次のいずれかに該当する者

  （ア） 法人でその役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営

に実質的に関与している者

（イ） 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者

に損害を加える目的をもって暴力団を利用している者

（ウ） 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与

する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与して

いる者

（エ） 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい

る者

（オ） 暴力団又は暴力団員であると知りながらこれを不当に利用して

いる者

エ アからウまでに掲げる者の依頼を受けて入札に参加しようとする者

（４） 契約規則第２条の規定に該当する者 

９ 入札の無効

契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

１０ 入札の中止

  特別の事情がある場合は、入札を中止し、又は延期することがある。この

場合において、入札者及び入札に加わろうとする者が損失を受けても、本市

は補償の責めを負わない。

１１ 先着順売払いについて

  売払い物件について入札者がないとき、又は落札者が契約を締結しないと

きは、先着順により申込みを受け付け、資格審査の上、売り払う。

（１） 受付及び申請書を交付する場所

  北九州市小倉北区城内１番１号

  北九州市財政局財務部財産活用推進課
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（２） 受付期間

令和３年６月２１日から令和３年８月２７日まで（日曜日等を除く。）

の毎日午前９時から午後５時まで

１２ 入札等に係る問合せ先

  北九州市小倉北区城内１番１号

北九州市財政局財務部財産活用推進課

電話 ０９３－５８２－２００７
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北九州市上下水道局告示第３９号 

 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の１１第１項第１号の規定に

基づき、給水装置工事事業者の指定を取り消したので、同法第２５条の１１第

２項の規定により次のとおり告示する。 

  令和２年１２月１１日 

北九州市上下水道局長 中 西 満 信   

指定番号 工事店の 

名 称 

代表者 所在地 取消年月日 

Ｆ－０５７ 山新設備 山口隆喜 福岡県遠賀郡岡

垣町大字山田７

３２番地６ 

令和２年１

２月１日 
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